
平成26年2月28日追加認定    

復興産業集積区域 

雇用等被害地域 

凡   例 

石巻‐ 19 
（鹿又地区） 

石巻‐23 
（須江地区） 

石巻‐ 24 
（須江字沢田・鹿又欠地区） 

石巻‐ 25 
（和渕笈入地区） 

石巻‐ 20 
（鹿又谷内中地区①） 

石巻‐ 21 
（鹿又谷内中地区②） 

石巻‐ 22 
（鹿又梅木地区） 

石巻‐ 26 
（和渕日照・梨木畑地区） 

石巻‐ 27 
（広渕町地区） 

石巻‐ 28 
（北村青木地区） 

石巻‐ 29 
（北村俵庭・表沢地区） 

石巻‐ 30 
（北村小崎地区） 石巻‐ 31 

（北村箱清水地区） 

石巻‐ 32 
（前谷地駅前・根方地区） 

石巻‐ 33 
（和渕北和渕地区） 

石巻‐ 34 
（河南山崎地区） 

石巻‐ 35 
（桃生町牛田） 

石巻‐ 36 
（桃生町寺崎） 

石巻‐ 37 
（桃生町給人町） 

石巻‐ 38 
（桃生町高須賀） 

石巻‐ 39 
（桃生町城内字東嶺） 

石巻‐ 40 
（桃生町城内字西嶺） 

石巻‐ 41 
（桃生町城内字東嶺） 

民間投資促進特区（ものづくり産業版） 復興産業集積区域位置図（河南・桃生地区） 

緑地規制緩和区域 

平成２６年２月及び平成２７年４

月に「ものづくり特区」集積区域

に追加認定された区域を今回同

時に緑地規制緩和区域として認

定を受けた。 

平成24年2月９日認定           

復興産業集積区域 


